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（１） 関係事業者・行政機関の連携 

 

この基本構想に基づきバリアフリー化事業を実施する際は、鉄道事業者、バス事業者、

道路管理者、公安委員会は、それぞれバリアフリー化事業を実施するための計画（特定事

業計画）を作成します。 

実施にあたっては、こうした関係事業者・行政機関が連携し、一体的な事業の推進に努

めます。 

 

 

（２）普及活動の強化 

 

交通バリアフリーを推進するためには、鉄道車両や鉄道駅、道路等の整備だけでなく、

区民ひとり一人の高齢者・身体障害者に対する理解と協力が必要です。 

心の障壁をなくし、だれもが地域社会の一員としてお互いに理解し支え合うまちをつく

るため、学校における福祉教育や地域のボランティア活動等を通じて、多くの区民の方の

理解や参画を得て、バリアフリーの考え方の普及に努めていきます。 

交通バリアフリーの実現に向けて

 （３）高齢者、身体障害者の参画と協働による推進 

 

基本構想策定にあたっては、高齢者や身体障害者

を含めた区民の意見の反映に努めました。特定事業

計画の作成やバリアフリー化事業の実施にあたっ

ても、「（仮称）杉並区交通バリアフリー連絡会」を

設置し、区民の参画と協働により整備を推進します

（４）駅及び駅周辺地区の取り組み 

 

杉並区内には、北から西武新宿線、JR中央線、地下鉄丸ノ内線、井の頭線、京王線の5

路線に19の駅があります。しかし、これらの駅及び駅周辺のバリアフリー化に関する課題

や問題点、事業の動向等は各駅によって様々であり、全ての地区を一定の基準や考え方で

整備を行うことは困難です。 

そこで、この基本構想で取り上げた地区以外についても、課題や問題点を整理し、関係

事業者や行政機関と連携し、バリアフリー化の方策を検討していきます。 
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① 準重点整備地区（高井戸地区・下井草地区） 

 

京王高井戸駅は、駅前の環状八号線横断歩道橋のバリアフリー化及びそれに伴う駅舎改修、

西武下井草駅は、北口新設及び駅舎のバリアフリー化等大きな課題があります。 

こうした課題解決に向けて関係機関と引き続き協議を行っていくため、準重点整備地区と

して位置付けていきます。 

今後、その取り組みとして 
� 高井戸駅は、東京都、杉並区、京王電鉄㈱による協議の場を発足させ、課題解決に向け

た調査・検討を行っていきます。 
� 下井草駅は、平成 18 年度を目途に駅舎を橋上化すると共に、エレベーターやエスカレ

ーターを設置しバリアフリー化を行う予定です。 

② その他の課題となる地区（荻窪地区） 

 

荻窪駅はJR線と営団線との交通結節拠点であり駅利用者も非常に多い駅ですが、南北連絡

通路のバリアフリー対策は十分と言えません。 
現在、南口は、都市計画道路補助第131号線の整備に伴い、平成16年度にはエレベーター

が設置されます。また西口は、連絡橋整備により民間ビルのエレベーター利用が可能となり、

バリアフリー対策が向上します。 

しかし、JR駅構内や北口に対するバリアフリー化を検討する必要がある一方、北口駅前広

場計画や再開発等、地元のまちづくり活動も進められております。 

今後このような動向を踏まえながら、荻窪駅のバリアフリー化を図るため、関係機関と引

き続き検討・協議を要する課題地区として位置付けていきます。 

杉並区交通バリアフリー基本構想を策定する目的は、 

 

① 駅、バスターミナル、鉄道車両、バス等のバリアフリー化の推進 

② 駅等の旅客施設を中心とした一定の地区（重点整備地区）において、旅客施設、 

周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化の重点的・一体的な推進 

 

を図ることにより、高齢者や身体障害者等の移動に際しての身体の負担を軽減し、移動の利

便性や安全性、自立的な行動を支援することにあります。 

 

こうしたバリアフリー化を促進するための諸施策は、関係者が地方自治体、公共交通事業

者、道路管理者、公安委員会等多岐にわたっているため、現状のままでは各々の取組みを一

体的に推進することは困難になっています。 
そこで、地域の実情に応じて、鉄道駅やその周辺道路、信号機等の整備について整合性を

とるため、東京都、杉並区、道路管理者、交通管理者、交通事業者等の関係機関及び身体障

害者、高齢者等の区民代表が「交通バリアフリー法」やこれに基づく「移動円滑化の促進に

関する基本方針」を踏まえて現状での取り組みや課題を整理し、これからのバリアフリー整

備方針などの検討を行い、「杉並区交通バリアフリー基本構想」（以下、基本構想）を策定す

ることとしました。 

本基本構想は、ユニバ

ーサルデザインの視点

を取り入れた生活環境

の整備を推進するため

に策定された「杉並区ユ

ニバーサルデザインの

まちづくり推進指針」の

具体的な取り組みの一

環と位置付け、計画的・

効果的にバリアフリー

化整備の実施を図るた

めのものです。 

 

なお、基本構想の策定

に関しては、上位計画

「杉並区２１世紀ビジ

ョン」との整合はもとよ

り、「杉並区まちづくり

基本方針：福祉のまちづ

くり方針」で示された基

本的な考えを全体的な

方向性とします。 

重点整備地区における事業計画の目標年次は、「交通バリアフリー法」の基本方針に基づき、

原則として平成22年（2010年）までに移動円滑化事業が完了することを目標とします。 

ただし、近年の社会情勢を受け、杉並区では「杉並区２１世紀ビジョン」との整合性を図

るとともに、各事業者が立案した整備計画を考慮します。（下図参照） 

・ 課題が明確であるが、駅舎や立体横断施設の大規模改修や事業用地の取得等が伴い、関係機関による
一体的な取組みが必要であり、バリアフリー化に長期の時間を要すること。

・ 駅周辺の整備等関連するまちづくり事業と連携してバリアフリー化を図るほうが効率的であること。

準重点整備地区とは

基本構想策定の目的

基本構想の位置付けと方針

目標年次と整備方針

準重点整備地区及び課題地区

重点整備地区の
バリアフリー化

事業計画の区分と実施期間のイメージ

杉並区
２１世紀ビジョン

整備計画・事業実施 事業完了

平成１６年 平成２２年

福祉のまちづくり懇談会

杉並区交通バリアフリー
基本構想策定協議会

杉並区交通バリアフリー基本構想

安全で快適な歩行空間ネットワークの形成

・杉並区まちづくり基本方針
福祉のまちづくり方針

（都市計画マスタープラン）

・杉並区ユニバーサル
デザインのまちづくり

推進指針

「やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう」

杉並区２１世紀ビジョン
（杉並区基本構想）

（整備の実 施）

○駅、バスターミナル、鉄道車両、バス等の
バリアフリー化の推進

○駅を中心とした一定の地区（重点整備地区）
において、基本構想に基づき、駅、周辺の道路、
駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的、

一体的に推進



① 特定旅客施設及び公共交通事業者におけるバリアフリー化の取り組み 

 

特定旅客施設に関するバリアフリー化の整備項目は、以下の通りです。 

 

1. 視覚障害者誘導用ブロックの整備 

2. 身体障害者用トイレの整備 

3. 出入口・通行スペースの有効幅員の確保 

4. 昇降設備（エレベーター・エスカレーター）の整備 

 

以上の整備項目を踏まえ、特定旅客施設におけるバリアフリー化の取り組みを以下に示し

ます。 

② 特定経路におけるバリアフリー化の取り組み 

 

特定経路について現況調査に基づき「道路の移動円滑化整備ガイドライン」の指標を当て

はめると、下表のように特定経路におけるバリアフリー化の取り組みが挙げられます。 

重点整備地区の選定にあたっては、以下の事項を考慮します。 

 

 

 

① 特定旅客施設としての要件（法＊第２条第５項） 

・ １日当たりの平均的な利用者の人数が5,000人以上の鉄道駅 

 

 

 

② 重点整備地区の要件 

Ⅰ 配置要件（法＊第２条第７項第１号） 

・ 特定旅客施設から徒歩圏内にあり、高齢者、身体障害者等が利用する官公庁施設、

福祉施設、その他の施設の所在地を含む地区であること 

Ⅱ 課題要件（法＊第２条第７項第２号） 

・ 移動経路を構成する施設等（鉄道駅、道路等）についてバリアフリー化が図られ

ていない現状に着目して、事業の実施が必要であると認められること 

Ⅲ 効果要件（法＊第２条第７項第３号） 

・ バリアフリー化のための事業を実施することが、都市全体として有する機能を増

進する上で有効、適切であると認められること 

 

 

 

③ 移動円滑化の促進に関する基本方針（平成１２年告示第１号）による要件 

・ 事業期間  平成２２年までに、移動円滑化事業を実施すること 

・ 対  象  駅出入口から乗車口までの高低差が５m以上の鉄道駅とすること 

 

 

 

④ 重点整備地区における道路の構造に関する基準（平成１２年建設省告示第４０号） 

・ 特定経路を構成する道路は、有効幅員２ｍ以上の歩道が連続して確保されること 

 

 

 

⑤ 鉄道事業者の考え方及び事業計画 

 

 

 

⑥ 協議会、福祉のまちづくり懇談会での身体障害者・高齢者等の意見 

 

 

 

⑦ 各駅及び駅周辺の状況 

重点整備地区での取り組み 重点整備地区選定の考え方

経路
番号

種別 路線名 バリアフリー化の取り組み

１ 特定 高南通り
○歩道の改良、電線類の地中化
○信号機の改良、標識の更新、歩道不要物の撤去等

２ 特定 青梅街道・区道1955線等
○歩道の局所改修による段差や凹凸及び勾配の改善
○視覚障害者誘導用ブロックの設置
○信号機の改良、標識の更新、歩道不要物の撤去等

３ 特定 補助226号線
○歩道の改良、電線類の地中化
○信号機の改良、標識の更新、歩道不要物の撤去等

４ 特定 環状七号線

○歩道の局所改修による段差や凹凸及び勾配の改善
○視覚障害者誘導用ブロックの設置
○電線類の地中化（青梅街道以南）
○信号機の改良、標識の更新、歩道不要物の撤去等

５ 特定 高円寺北通り
○歩道の局所改修による段差や凹凸及び勾配の改善
○信号機の改良、標識の更新、歩道不要物の撤去等

６ 準特定 パル商店街・ルック商店街 ○商店等の商品、商品台等の道路不正使用の指導・取締り等

７ 準特定 桃園川緑道・馬橋児童遊園等
○園路の改修による凹凸の解消
○違法駐輪の排除

JR高円寺駅

営団新高円寺駅

営団東高円寺駅

　平成17年度にエレベーターの設置や、エスカレーターの増設及び多目的トイレの設置が予
定されています。
　これが実施されることにより「バリアフリー化」された駅舎となります。

　現在の駅舎は多目的トイレが設置されていますが、設置スペースの関係上エレベーター設
置が難しい状況です。
　今後も、エレベーター設置用地の確保に向け、調査・検討を続けてまいります。

　現在の駅舎は荻窪方面にエレベーターが設置されていますが、新宿方面には設置スペース
の関係上、エレベーター設置が難しい状況であるとともに、多目的トイレも未設置です。
　今後も、エレベーター設置用地の確保に向け、調査・検討を続けてまいります。

駅　　名 現状・バリアフリー化の取り組み

＊法：交通バリアフリー法
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　今後も、エレベーター設置用地の確保に向け、調査・検討を続けてまいります。

　現在の駅舎は荻窪方面にエレベーターが設置されていますが、新宿方面には設置スペース
の関係上、エレベーター設置が難しい状況であるとともに、多目的トイレも未設置です。
　今後も、エレベーター設置用地の確保に向け、調査・検討を続けてまいります。

駅　　名 現状・バリアフリー化の取り組み

＊法：交通バリアフリー法



① 準重点整備地区（高井戸地区・下井草地区） 

 

京王高井戸駅は、駅前の環状八号線横断歩道橋のバリアフリー化及びそれに伴う駅舎改修、

西武下井草駅は、北口新設及び駅舎のバリアフリー化等大きな課題があります。 

こうした課題解決に向けて関係機関と引き続き協議を行っていくため、準重点整備地区と

して位置付けていきます。 

今後、その取り組みとして 
� 高井戸駅は、東京都、杉並区、京王電鉄㈱による協議の場を発足させ、課題解決に向け

た調査・検討を行っていきます。 
� 下井草駅は、平成 18 年度を目途に駅舎を橋上化すると共に、エレベーターやエスカレ

ーターを設置しバリアフリー化を行う予定です。 

② その他の課題となる地区（荻窪地区） 

 

荻窪駅はJR線と営団線との交通結節拠点であり駅利用者も非常に多い駅ですが、南北連絡

通路のバリアフリー対策は十分と言えません。 
現在、南口は、都市計画道路補助第131号線の整備に伴い、平成16年度にはエレベーター

が設置されます。また西口は、連絡橋整備により民間ビルのエレベーター利用が可能となり、

バリアフリー対策が向上します。 

しかし、JR駅構内や北口に対するバリアフリー化を検討する必要がある一方、北口駅前広

場計画や再開発等、地元のまちづくり活動も進められております。 

今後このような動向を踏まえながら、荻窪駅のバリアフリー化を図るため、関係機関と引

き続き検討・協議を要する課題地区として位置付けていきます。 

杉並区交通バリアフリー基本構想を策定する目的は、 

 

① 駅、バスターミナル、鉄道車両、バス等のバリアフリー化の推進 

② 駅等の旅客施設を中心とした一定の地区（重点整備地区）において、旅客施設、 

周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化の重点的・一体的な推進 

 

を図ることにより、高齢者や身体障害者等の移動に際しての身体の負担を軽減し、移動の利

便性や安全性、自立的な行動を支援することにあります。 

 

こうしたバリアフリー化を促進するための諸施策は、関係者が地方自治体、公共交通事業

者、道路管理者、公安委員会等多岐にわたっているため、現状のままでは各々の取組みを一

体的に推進することは困難になっています。 
そこで、地域の実情に応じて、鉄道駅やその周辺道路、信号機等の整備について整合性を

とるため、東京都、杉並区、道路管理者、交通管理者、交通事業者等の関係機関及び身体障

害者、高齢者等の区民代表が「交通バリアフリー法」やこれに基づく「移動円滑化の促進に

関する基本方針」を踏まえて現状での取り組みや課題を整理し、これからのバリアフリー整

備方針などの検討を行い、「杉並区交通バリアフリー基本構想」（以下、基本構想）を策定す

ることとしました。 

本基本構想は、ユニバ

ーサルデザインの視点

を取り入れた生活環境

の整備を推進するため

に策定された「杉並区ユ

ニバーサルデザインの

まちづくり推進指針」の

具体的な取り組みの一

環と位置付け、計画的・

効果的にバリアフリー

化整備の実施を図るた

めのものです。 

 

なお、基本構想の策定

に関しては、上位計画

「杉並区２１世紀ビジ

ョン」との整合はもとよ

り、「杉並区まちづくり

基本方針：福祉のまちづ

くり方針」で示された基

本的な考えを全体的な

方向性とします。 

重点整備地区における事業計画の目標年次は、「交通バリアフリー法」の基本方針に基づき、

原則として平成22年（2010年）までに移動円滑化事業が完了することを目標とします。 

ただし、近年の社会情勢を受け、杉並区では「杉並区２１世紀ビジョン」との整合性を図

るとともに、各事業者が立案した整備計画を考慮します。（下図参照） 

・ 課題が明確であるが、駅舎や立体横断施設の大規模改修や事業用地の取得等が伴い、関係機関による
一体的な取組みが必要であり、バリアフリー化に長期の時間を要すること。

・ 駅周辺の整備等関連するまちづくり事業と連携してバリアフリー化を図るほうが効率的であること。

準重点整備地区とは

基本構想策定の目的

基本構想の位置付けと方針

目標年次と整備方針

準重点整備地区及び課題地区

重点整備地区の
バリアフリー化

事業計画の区分と実施期間のイメージ

杉並区
２１世紀ビジョン

整備計画・事業実施 事業完了

平成１６年 平成２２年

福祉のまちづくり懇談会

杉並区交通バリアフリー
基本構想策定協議会

杉並区交通バリアフリー基本構想

安全で快適な歩行空間ネットワークの形成

・杉並区まちづくり基本方針
福祉のまちづくり方針

（都市計画マスタープラン）

・杉並区ユニバーサル
デザインのまちづくり

推進指針

「やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう」

杉並区２１世紀ビジョン
（杉並区基本構想）

（整備の実 施）

○駅、バスターミナル、鉄道車両、バス等の
バリアフリー化の推進

○駅を中心とした一定の地区（重点整備地区）
において、基本構想に基づき、駅、周辺の道路、
駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的、

一体的に推進
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（１） 関係事業者・行政機関の連携 

 

この基本構想に基づきバリアフリー化事業を実施する際は、鉄道事業者、バス事業者、

道路管理者、公安委員会は、それぞれバリアフリー化事業を実施するための計画（特定事

業計画）を作成します。 

実施にあたっては、こうした関係事業者・行政機関が連携し、一体的な事業の推進に努

めます。 

 

 

（２）普及活動の強化 

 

交通バリアフリーを推進するためには、鉄道車両や鉄道駅、道路等の整備だけでなく、

区民ひとり一人の高齢者・身体障害者に対する理解と協力が必要です。 

心の障壁をなくし、だれもが地域社会の一員としてお互いに理解し支え合うまちをつく

るため、学校における福祉教育や地域のボランティア活動等を通じて、多くの区民の方の

理解や参画を得て、バリアフリーの考え方の普及に努めていきます。 

交通バリアフリーの実現に向けて

 （３）高齢者、身体障害者の参画と協働による推進 

 

基本構想策定にあたっては、高齢者や身体障害者

を含めた区民の意見の反映に努めました。特定事業

計画の作成やバリアフリー化事業の実施にあたっ

ても、「（仮称）杉並区交通バリアフリー連絡会」を

設置し、区民の参画と協働により整備を推進します

（４）駅及び駅周辺地区の取り組み 

 

杉並区内には、北から西武新宿線、JR中央線、地下鉄丸ノ内線、井の頭線、京王線の5

路線に19の駅があります。しかし、これらの駅及び駅周辺のバリアフリー化に関する課題

や問題点、事業の動向等は各駅によって様々であり、全ての地区を一定の基準や考え方で

整備を行うことは困難です。 

そこで、この基本構想で取り上げた地区以外についても、課題や問題点を整理し、関係

事業者や行政機関と連携し、バリアフリー化の方策を検討していきます。 

まち歩き体験風景

お問合せ先

～誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる生活環境を目指して～～誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる生活環境を目指して～

登録印刷物番号

１５－０１０６
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